
金
滞
古
蹟
志
巻
十
七

越
官
。

理

(
判
)

修

五
月
十
一
日

三

時

紳

主

中

右
書
簡
は
、
慶
長
十
五
年
注
ら
ん
か
。
知
好
君
の
停
、
青
地
磁
幹
の

本
務
略
譜
に
は
‘
知
好
生
=
子
城
州
北
野
↓
幼
名
三
九
郎
。
長
稽
a
修
理
吋

嘗
鵠
v
借
佳
品
石
動
山
吋
一
後
退
俗
賜
a
釆
地
一
高
三
千
七
百
五
十
石
吋
回
定
播

磨
守
利
好
奮
領
也

e

居
昌
能
州
七
尾
城
コ
苅
和
二
年
僻
ゐ
職
隠
回
顧
城
州
鞍

馬
山
吋
或
云
・
微
妙
公
大
阪
雨
皮
之
役
使
且
知
好
皆
陣
註
受
知
好
知
昌

共
少
咽
巴
也

d

憤
志
去
μ

因
。
或
云
・
微
妙
公
之
待
昌
知
好
刊
一
遺
品
先
君
之
遺

命
吋
故
僻
v
穂
也
.
寛
永
三
年
十
月
・
微
妙
公
使
且
大
和
守
利
孝
召
a
還
之
↓

翠
年
自
=
鞍
馬
-
赴
昌
江
州
今
津
-
病

d

五
年
六
月
廿
三
日
.
卒
晶
子
京
師
吋
鋭
=

大
農
院
↓
一
途
不
=
復
蹄
'
困
・
有
昌
三
男
七
女
↓
長
男
好
衣
生
昌
子
能
州
吋
幼

名
御
六
・
長
稽
a
七
左
衛
門
プ
篇
=
大
菅
主
馬
厚
甫
養
子
↓
胃
昌
姓
大
昔
氏
吋

後
稽
昌
主
馬
吋
釆
地
五
千
石

e

延
安
三
年
正
月
朔
卒

e

続
四
徳
成
院
吋
生
母

大
井
氏
・
久
兵
衛
直
泰
女
‘
と
あ
り
。
按
宇
る
に
、
金
滞
堀
川
大
岩
寺

貞
享
二
年
の
由
来
替
に
、
賞
寺
開
基
底
安
二
年
、
大
昔
主
馬
賓
父
前

田
修
理
法
名
大
巌
院
殿
有
庵
宗
無
居
士
之
矯
め
建
立
。
依
市
大
臨
眼
寺

と
統
し
・
大
昔
民
代
々
開
基
盤
郊
に
て
菩
提
所
と
す
る
由
紀
蛾
し
た

日
刊

d
q
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金
滞
古
蹟
志
巻
十
七

， 

一. 

り
。
大
菅
氏
は
、
此
の
後
に
も
、
前
田
家
に
因
縁
あ
る
を
以
之
、
前
一

田
氏
よ
り
猶
子
の
相
続
人
多
か
り
け
り
。

O
定
番
足
軽
組
地
跡

延
賓
の
金
湾
問
に
・
択
に
載
す
る
如
〈
あ
り
。

右
は
往
古
の
奮
藩
定
番
足
極
の
組
地
た
り
。
藩
園
官
職
遇
考
に
云

ふ
。
定
番
の
名
目
は
、
足
艇
よ
り
起
る
と
云
ム
。
微
妙
公
の
時
、
足

艇
の
老
人
民
三
人
扶
持
・
銀
百
五
十
目
賜
は
り
、
直
番
ま
で
を
勤
む
。

是
を
定
番
足
軽
と
-X
ふ
。
是
よ
り
定
帯
の
名
目
起
る
と
い
へ
り
。
一

設
に
は
、
小
幡
宮
内
城
代
を
勤
め
け
る
時
、
新
参
に
召
抱
え
ら
れ
、

城
内
の
直
番
を
勤
め
さ
す
。
是
共
の
起
本
た
り
と
も
い
へ
り
。
醤
記

に
按
番
の
二
宇
を
書
け
る
あ
り
。
是
城
内
の
直
昏
を
す
る
意
に
叶
ひ

た
り
。
但
し
定
と
城
と
央
音
同
じ
き
に
依
っ
て
仮
用
せ
し
も
の
怠
る

ぺ
し
。
後
に
云
ふ
定
番
足
軽
は
‘
元
株
三
年
九
月
廿
七
日
始
て
定
番

頭
四
人
を
命
ぜ
ら
る
。
野
村
勘
兵
衛
・
岡
五
左
衛
門
・
北
川
庄
右
衛

門
・
有
賀
選
六
郎
四
人
悲
り
。
定
番
足
艦
二
組
宛
属
せ
ら
れ
、
且
定
審

歩
等
を
支
配
す
べ
き
の
皆
命
あ
り
。
此
の
時
組
附
足
駿
一
組
十
七
人

民
定
め
ら
る
。
叉
元
秘
以
来
吉
田
僻
左
衛
門
支
配
定
番
足
駆
と
い
ふ

者
あ
り
。
定
番
頭
の
命
ぜ
ら
れ
し
後
も
、
定
番
足
聴
に
二
様
あ
り
。

元
総
十
一
年
に
組
付
同
心
と
可
v
調
と
の
命
令
あ
り
。
叉
-X
ふ
。
事
保

丸
年
八
月
十
一
日
高
岡
踊
右
衛
門
・
夜
間
貞
右
衛
門
ー
宮
川
久
右
衛
門

三
入
金
棒
御
留
守
居
番
命
ぜ
ら
れ
、
一
組
足
鑑
三
十
人
.
内
小
頭
三

入
、
弁
手
替
三
人
と
定
め
ら
る
。
按
A
Y
る
に
、
前
録
等
陀
今
年
組
足

摂
召
抱
え
ら
る
と
見
h
.
此
の
年
組
屋
敷
箇
所
の
事
食
識
あ
り
し
事

見
ゆ
れ
ば
.
必
宇
此
の
時
始
て
召
抱
え
ら
れ
し
と
聞
ゆ
。
割
場
格
帳

花
、
御
城
内
四
十
七
ヶ
所
の
内
十
一
・
グ
所
、
享
保
九
年
御
留
守
居
支

配
に
仰
付
け
ら
れ
、
右
足
騒
動
番
。
同
十
}
年
定
番
足
超
越
ら
4
1
.

右
物
頭
支
配
に
仰
付
け
ら
る
と
あ
り
。
是
昔
日
の
吉
田
僻
左
衛
門
支

配
定
番
足
軽
也
。
然
る
を
今
御
留
守
居
組
A

ヤ
加
へ
ら
れ
、
往
古
よ
り

の
定
番
足
艶
は
罷
め
ら
れ
た
る
た
る
べ
し
。
今
右
の
足
騒
の
勤
む
る

品
、
古
へ
定
番
足
軽
よ
り
勤
め
し
品
々
と
見
b
た
り
。
郎
ち
今
定
番

足
騒
と
い
ふ
は
‘
本
名
定
番
附
同
心
友
り
。
若
し
く
は
定
番
足
韓
民

雨
様
見
ゆ
る
ゆ
ゑ
1

共
の
披
を
分
ち
た
る
震
め
た
る
欺
と
い
へ
り
。

O
小
幡
宮
内
下
部
跡

延
貨
の
金
滞
国
民
、
小
幡
宮
内
下
屋
舗
と
記
蛾
す
。
そ
の
地
は
‘
。
松

平
玄
審
下
屋
鋪
と
並
び
、
用
水
を
境
と
注
し
、
前
田
高
之
助
居
邸
の

漣
よ
り
松
平
玄
審
下
邸
の
尻
地
鐘
.
都
て
小
幡
宮
内
の
下
邸
た
る
よ




